
保護者意見の反映方法 

１．民営化コーナーの活用 

 

 

・子育て支援推進委員会の資料・議事録の配架 

・ガイドラインの策定・事業者募集要項等、ご意見箱の設置 

 

２．（仮）こどもどまんなか会議への募集 

・保護者枠（２名）を設定。再度公募を実施 

 

３．保護者説明会の実施 

・事業者の決定について説明 

 

４．三者協議会の開催 

・保護者・事業者・市で、保育の引継ぎについて検討していく 

 

 

資料４  
令和 7年 11月 4日（火） 
第 3回子育て支援推進委員会 


